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令和５年度税制改正の大綱（令和４年12月23日閣議決定）のうち、地方税関係の概要は以下のとおり。 

 

 
 

◎ 環境性能割の税率区分の見直し  

○ 新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、異例の措置

として、現行の税率区分を令和５年12月末まで据え置く。 

○ 2035年電動車100％（乗用車新車販売）とする政府目標と整合させ、電動車の一層の

普及促進を図る観点から、各税率区分における燃費基準達成度を３年間で段階的に引き

上げる。 

※ 令和５年４月～令和５年12月末： 現行の税率区分を据置き 

令和６年１月～令和７年３月末 ： １段階目の引上げ 

令和７年４月～        ： ２段階目の引上げ 

（注） 次の税率区分の見直しは３年後（令和８年度）とする。 

 

◎ グリーン化特例 

○ 電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置（翌年度の種別割▲75％軽減）

等について、適用期限を３年延長する。 

 

◎ 燃費・排ガス不正行為への対応 

○ 不正により生じた納付不足額に係る納税義務を当該不正を行ったメーカーに負わせる

特例規定について、税制上の再発抑止策を強化するため、納付不足額を徴収する際に加

算する割合（現行：10％）を35％に引き上げる。 

 
 

 

◎ 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権の対象の明確化 

○ 固定資産税及び不動産取得税に係る質問検査権について、家屋の評価に必要な図面等

を、納税義務者に加え、当該家屋の施工業者等からも入手することができることを法令

上明確化する。 

 

◎ ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等への対応 
○ ふるさと納税の地方公共団体の指定の取消しについて、前の指定対象期間における基

準不適合等の事案に対応できるよう、２年前にまで遡って取消事由とすることを可能と

する。 

令和５年度地方税制改正(案)について 

総 務 省 

１ 車体課税 

２ 納税環境整備 

具体的な税率区分 
については別紙参照 
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○ 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に

係る特例措置を創設（固定資産税） 

 

○ 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置を創設

（固定資産税） 

 

○ バス事業者が路線の維持に取り組みつつＥＶバスを導入する場合における変電・充電

設備等に係る課税標準の特例措置を創設（固定資産税、都市計画税） 

 

○ 先進安全技術を搭載したトラック・バスに係る特例措置について、歩行者検知機能付

き衝突被害軽減ブレーキを対象装置に追加した上、２年延長（自動車税環境性能割） 

 

 

 

 

○ 航空機燃料税の軽減措置の税率見直し・延長に伴い、航空機燃料譲与税の譲与割合に

係る特例措置について、地方への譲与分が維持されるよう譲与割合を見直した上、５年

間延長する。 

 

 現行 令和５・６年度 令和７・８年度 令和９年度 

航空機燃料税率 13,000円/kl 13,000円/kl 15,000円/kl 18,000円/kl 

譲与割合 13分の４ 13分の４ 15分の４ ９分の２ 

地方への譲与分 4,000円/kl 

 

 

３ 主な税負担軽減措置 

４ 航空機燃料譲与税 
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【自動車税・軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し】 

 

 自動車税（自家用乗用車）  

〔現行〕（令和３、４年度）      〔改正案〕（令和５～７年度）※令和５年12月末まで現行区分を据置き 

税率 対象車 
 

税率 
対象車 

（令和６年１月～） （令和７年４月～） 

非 

課 

税 

電気自動車、 

燃料電池自動車、 

天然ガス自動車、 

プラグインハイブリッド車 

 

非 

課 

税 

電気自動車、 

燃料電池自動車、 

天然ガス自動車、 

プラグインハイブリッド車 

2030 年度燃費基準 
８５％達成～ 

 2030 年度燃費基準 
８５％達成～ 

2030 年度燃費基準 
９５％達成～ 

１％ ７５％達成～ 
 

１％ ８０％達成～ ８５％達成～ 

２％ ６０％達成～ 
 

２％ ７０％達成～ ７５％達成～ 

３％ 
上記以外 又は 
2020 年度燃費基準未達成 

 
３％ 上記以外 又は 2020 年度燃費基準未達成 

 

 軽自動車税（自家用乗用車）  

〔現行〕（令和３、４年度）      〔改正案〕（令和５～７年度）※令和５年12月末まで現行区分を据置き 

税率 対象車 
 

税率 
対象車 

（令和６年１月～） （令和７年４月～） 

非 

課 

税 

電気自動車、 

燃料電池自動車、 

天然ガス自動車 

 

非 

課 

税 

電気自動車、 

燃料電池自動車、 

天然ガス自動車 

2030 年度燃費基準 
７５％達成～ 

 2030 年度燃費基準 
８０％達成～ 

2030 年度燃費基準 
８０％達成～ 

１％ ６０％達成～ 
 

１％ ７０％達成～ ７５％達成～ 

２％ 
上記以外 又は 
2020 年度燃費基準未達成 

 
２％ 上記以外 又は 2020 年度燃費基準未達成 

注１ 現行・改正案のいずれも、上記に加え、一定の排ガス性能を要求。 
２ クリーンディーゼル車に対する令和４年度における経過措置（2030年度燃費基準60％達成～：非課税）を令和５年12月末まで延長。 

※ 営業用乗用車についても、自家用乗用車に準じて税率区分の見直しを行う。 

※ バス・トラックについても、それぞれの燃費基準に応じた税率区分の見直しを行う。 

 

別 紙 



 

３　令和5年度税制改正(案)に伴う地方税の主な改正点

２　令和5年度税制改正(案)による影響額(見込)

改正の内容 R5 R6 R7以降

・軽自動車税関係
　　環境性能割の税率区分見直し

  　種別割グリーン化特例延長

　現行税率区分の据置
　
　現行経過措置の3年延長

・固定資産税関係
   中小事業者の生産性向上等償却資産特例措
置

　           先端設備等導入計画に基づく一定の資産
　　　　　　 　【最初の3年間1/2若しくは5年間1/3】

○ 軽自動車税関係

　環境性能割の税率区分の見直し
     　新型コロナウイルス感染症等を背景とした半導体不足等の状況を踏まえ、現行の税率区分
　　　 を令和5年12月末まで据置
　　　 電動車の普及促進の観点から、燃費基準達成度を３年間で段階的引上げる

　 グリーン化特例の延長
　　　　　電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置の適用期限を3年間延長

○ 固定資産税関係
　
　　税負担軽減措置等
       中小事業者等の生産性向上、賃上げ促進に資する償却資産導入に係る特例措置創設
　　　 長寿命化に資する大規模修繕工事のマンションに係る税額軽減措置創設
　　　 バス事業者のEVバスの変電・充電設備等に係る課税標準額の特例措置創設　など

〇納税環境整備

　 固定資産税に係る質問検査権の対象明確化

　　    家屋評価に必要な図面等の入手について、納税義務者のほか、施工業者等も加えることを明確化

　 ふるさと納税指定取消しに係る所要の措置
　　  ふるさと納税の地方公共団体の指定取消しについて、２年前に遡り取消事由とすることを可能
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年度 納税義務者数（人） 総所得金額(千円) 町民税均等割（千円） 町民税所得割(千円)

Ｈ２８ 16,791 44,672,659 58,769 1,628,687

Ｈ２９ 17,110 45,459,603 59,886 1,653,708

Ｈ３０ 17,226 46,127,091 60,291 1,659,488

R1 17,331 46,769,504 60,661 1,672,104

R2 17,622 47,656,935 61,678 1,707,708

R3 17,489 49,211,811 61,212 1,676,326

R4 17,526 49,644,505 61,342 1,706,278

年度 給与所得者（人） 営業等所得者（人） 農業所得者（人） その他所得者（人）

Ｈ２８ 12,346 683 26 3,736

Ｈ２９ 12,586 684 31 3,809

Ｈ３０ 12,707 667 28 3,824

R1 12,899 637 25 3,770

R2 13,061 650 22 3,889

R3 12,909 700 16 3,864

R4 12,981 651 15 3,879

４　総所得金額及び個人町民税の推移

主な所得区分ごとの納税義務者数

出典：課税状況等の調べ

42,000,000

43,000,000

44,000,000

45,000,000

46,000,000

47,000,000

48,000,000

49,000,000

50,000,000

51,000,000

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R1 R2 R3 R4

総所得金額(千円)
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従業員者数

５０人以下 ５万円 １号 457

１２万円 ２号 2

５０人以下 １３万円 ３号 54

１５万円 ４号 4

５０人以下 １６万円 ５号 16

４０万円 ６号 2

５０人以下 ４１万円 ７号 24

１７５万円 ８号 1

３００万円 ９号 3

563

順　位 順　位

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

※R5．1末調定

2,230 726

1,949 723

1,867 701

3,096 832

3,028 748

2,594 730

7,664 1,500

4,213 1,366

3,405 1,086

※R4課税状況調1表

法人町民税額 （上位２０社）
税　額（千円） 税　額（千円）

12,122 1,757

１０億円超

１０億円超～５０億円以下 ５０人超

５０億円超 ５０人超

該当法人数　合計

１千万円以下
５０人超

１千万円超～１億円以下
５０人超

１億円超～１０億円以下
５０人超

５　法人町民税規模別法人数（R2）

法   人    の   区   分
均等割税率

（年額）
区　分 該当法人数

資本金等
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納税義務者数(人） 課税標準額（円） 税　　　額（円）

土地 12,701 39,711,759,228 555,702,207

家屋 13,189 50,116,512,378 671,078,604

償却 245 24,699,329,042 345,627,389

実数 14,830 114,520,224,000 1,572,408,200

土地 9,640 42,329,745,752 84,393,271

家屋 9,580 36,757,080,656 73,265,929

実数 10,606 79,081,598,000 157,659,200

出典：固定資産税資産集計表、固定資産税住所コード別調定表、歳入調定書

７　駅周辺等の評価額（R4）

上段：１㎡当たりの
評価額
下段：用途地区・地目

最高価格 最低価格

73,500.00円

（普通商業・宅地）

39,680.60円

（普通住宅・宅地）

44,167.10円

（普通住宅・宅地）

6,580.20円

（その他の地区・雑種地）

和戸駅（東口）
路線６６９０２

田 １１１．４０円 ４０．３０円

姫宮駅（西口）
路線６５６０２

畑 ７２．７０円 ３３．５０円

場　　所

東武動物公園駅（東口）
路線３０１０１

宅地
７３，５００．００円
（路線３０１０１）

８，１８３．６０円
（状類８８８３７）

東武動物公園
状類８８１００

８　宅地・農地の評価額（R4）

都市計画税

+ 15

+ 17

- 8

６　固定資産税・都市計画税の課税内訳（R4）

納税義務者
前年比較
（人）

固定資産税

+ 40

+ 22

+ 12

+ 14
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（単位：件）
税目

項目

生 活 保　護 31 18 9

災           害

身体障害者等 108

公 益 法 人等 8 20

租　税　条　約 4

そ　の　他 1

計 32 18 13 8 128

（単位：件）
税目

項目

生 活 保　護 26 15 8

災           害

身体障害者等 107

公 益 法 人等 8 20

租　税　条　約 3

そ　の　他

計 26 15 11 8 127
※Ｈ30.1末現在

都市計画税

軽自動車税個人町民税

軽自動車税

９　条例による減免措置の実績

■R3

■R4

法人町民税

固定資産税 個人町民税 法人町民税

固定資産税 都市計画税

※R5.1末現在
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区　　分

税　　目 R０4（A） R０3（B）
比較増減
（A）-（B） R０4（C） R０3（D）

比較増減
（C）-（D） R０4 R０3 比較増減

個人町民税 1,772,341,136 1,762,748,080 9,593,056 1,376,333,211 1,365,430,467 10,902,744 77.7% 77.5% 0.2%

法人町民税 94,899,880 71,366,900 23,532,980 94,893,280 70,372,900 24,520,380 100.0% 98.6% 1.4%

固定資産税 1,578,615,577 1,525,601,528 53,014,049 1,285,211,932 1,238,745,176 46,466,756 81.4% 81.2% 0.2%

都市計画税 158,154,014 153,535,172 4,618,842 130,303,388 126,473,311 3,830,077 82.4% 82.4% 0.0%

軽自動車税 78,242,500 73,615,800 4,626,700 76,913,300 72,509,400 4,403,900 98.3% 98.5% ▲ 0.2%

町たばこ税 161,921,565 150,610,844 11,310,721 161,921,565 150,610,844 11,310,721 100.0% 100.0% 0.0%

町税合計 3,844,174,672 3,737,478,324 106,696,348 3,125,576,676 3,024,142,098 101,434,578 81.3% 80.9% 0.4%

国民健康保険税 643,006,000 664,627,000 ▲ 21,621,000 466,074,300 485,412,465 ▲ 19,338,165 72.5% 73.0% ▲ 0.6%

総　合　計 4,487,180,672 4,402,105,324 85,075,348 3,591,650,976 3,509,554,563 82,096,413 80.0% 79.7% 0.3%

区　　分

税　　目 R０4（A） R０3（B）
比較増減
（A）-（B） R０4（C） R０3（D）

比較増減
（C）-（D） R０4 R０3 比較増減

個人町民税 32,684,994 33,996,566 ▲ 1,311,572 9,768,748 10,668,619 ▲ 899,871 29.9% 31.4% ▲ 1.5%

法人町民税 1,297,200 1,928,020 ▲ 630,820 0 654,420 ▲ 654,420 0.0% 33.9% ▲ 33.9%

固定資産税 19,064,349 22,501,282 ▲ 3,436,933 6,314,302 7,823,111 ▲ 1,508,809 33.1% 34.8% ▲ 1.6%

都市計画税 1,888,284 2,042,595 ▲ 154,311 754,276 688,558 65,718 39.9% 33.7% 6.2%

軽自動車税 1,848,611 1,864,811 ▲ 16,200 475,790 493,400 ▲ 17,610 25.7% 26.5% ▲ 0.7%

町税合計 56,783,438 62,333,274 ▲ 5,549,836 17,313,116 20,328,108 ▲ 3,014,992 30.5% 32.6% ▲ 2.1%

国民健康保険税 82,720,418 93,414,174 ▲ 10,693,756 17,633,724 22,930,069 ▲ 5,296,345 21.3% 24.5% ▲ 3.2%

総　合　計 139,503,856 155,747,448 ▲ 16,243,592 34,946,840 43,258,177 ▲ 8,311,337 25.1% 27.8% ▲ 2.7%

調定額（円） 収納額（円） 収納率（％）

１０　町税等調定・収納状況比較　(１月末現在）
◆現年課税分

調定額（円） 収納額（円） 収納率（％）

◆滞納繰越分
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件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

財 産 な し
（ 倒 産 等 ）

34 2,234,957 0 0 9 220,961 6 21,445 12 118,000 61 2,595,363 59 6,538,919 120 9,134,282

生 活 困 窮
者

5 433,381 0 0 2 86,143 2 16,057 4 64,800 13 600,381 13 1,079,400 26 1,679,781

所 在 不 明 13 418,364 1 50,000 0 0 0 0 2 14,900 16 483,264 32 1,187,200 48 1,670,464

死 亡
（相続人なし）

1 36,909 0 0 2 131,100 1 23,900 0 0 4 191,909 2 200,500 6 392,409

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 53 3,123,611 1 50,000 13 438,204 9 61,402 18 197,700 94 3,870,917 106 9,006,019 200 12,876,936

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

財 産 な し
（ 倒 産 等 ）

31 1,690,362 1 150,000 8 300,925 5 22,125 13 59,200 58 2,222,612 50 2,889,740 108 5,112,352

生 活 困 窮
者

4 110,172 0 0 1 21,400 0 0 2 20,100 7 151,672 8 211,000 15 362,672

所 在 不 明 6 269,469 0 0 1 18,000 0 0 1 7,200 8 294,669 13 503,000 21 797,669

死 亡
（相続人なし）

1 6,030 0 0 1 29,600 1 5,600 1 12,900 4 54,130 1 14,200 5 68,330

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 42 2,076,033 1 150,000 11 369,925 6 27,725 17 99,400 77 2,723,083 72 3,617,940 149 6,341,023

※件数は、納税通知書の数を表示しています。

国保税 合計

合計

　　 町税等不納欠損　事由別内訳 （R2） 金額単位：円

事由別
個人町民税 法人町民税

町税計 国保税

軽自動車税 町税計固定資産税 都市計画税

都市計画税 軽自動車税

１１　町税等不納欠損　事由別内訳 （R3） 金額単位：円

事由別
個人町民税 法人町民税 固定資産税
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■R4 単位：件

差　押 参加差押 交付要求

不 動 産 0 0 1

預　　金 14 0 0

生命保険 3 0 0

給　　与 10 0 0

年　　金 3 0 0

国税還付金 0 0 0

動　　産 0 0 0

そ の 他 2 0 5

計 32 0 6
R5.1末現在

■R3 単位：件

差　押 参加差押 交付要求

不 動 産 2 0 2

預　　金 51 0 0

生命保険 4 0 0

給　　与 14 0 0

年　　金 3 0 0

国税還付金 1 0 0

動　　産 0 0 0

そ の 他 6 0 2

計 81 0 4

R4.3末現在

差押（参加差押）による処分状況比較（R4／R3）

１２　町税等の滞納処分状況
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